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令和８年春季火災予防運動 一日消防署長 

【 就任式 】 

【 通常点検 】 

【 決裁業務 】 

令和８年３月４日（水）春季火災予防運動の一環として、住民の皆様の
防火意識の向上を目的に、社会福祉法人敬長福祉会 チアフルこども園の 
佐藤雛乃先生が「一日消防署長」に就任しました。佐藤先生には消防署で
の業務のほか、園児たちと一緒に防災クイズや消防車搭乗体験など、火災
予防の啓発と広報活動にご協力いただきました。 
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【 消防車搭乗体験】 

【 防災クイズ 】 

【 こども園訪問 】 
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各種ポスターと標語の紹介 

・２０２６年度防火ポスター 

２０２６年度全国統一防火標語  

「火の確認 いい日を支える いい習慣」 

この標語は、火災の原因が多様化・複雑化するいま、火を確認するとい
うことを習慣にして、安心で平穏無事な毎日を過ごしてほしいとの願いか
ら生まれた標語です。 

ポスターは、タレントの塚本恋乃葉さんをモデルに起用して、住宅防火
対策のほか近年増加しているモバイルバッテリーの発火による火災への対
策などに活用されます。塚本さんの明るく元気な笑顔とともに、日々にお
ける防火意識の大切さを呼びかけます。 
 

・令和８年度危険物安全週間推進ポスター 

 令和８年度危険物安全週間推進標語 

 「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」 

この標語は、危険物を取扱う事業所や市民に向けて、無事故の達成を目
指す意識を高めるメッセージとして決定しました。 

令和 8 年度の危険物安全週間は、6 月 7 日（日）～13 日（土）です。危
険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進し、危険物事故の防止と危
険物の貯蔵・取扱いの安全を呼びかけます。イメージキャラクターは、ス
ポーツクライマーの安楽宙斗選手を起用しています。 

２０２６年度防火ポスター 令和８年度危険物安全週間推進ポスター 
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令和８年度危険物取扱者保安講習のご案内 

消防法(昭和 23 年法律第 186号)第 13 条の 23 の規定により、危険
物の取扱作業の保安に関する講習が実施されます。 

 

１ 申請受付期間  

令和８年６月１日（月）から令和８年６月２０日（土）まで 

 

２ 受講手数料  

5,300 円（非課税） 

 

３ オンライン講習について 

  従来の会場講習に加えパソコンで完結できるオンライン講習も実施して
います。受講月の受講承認から１か月以内であれば自分のペースで視聴し
期間内に何度でも学べます。 

 

 

４ オンライン講習日程 

 
 

詳細については、一般社団法人宮城県危険物安全協会連合会のホームペー
ジ「https://www.miyakiren.jp」で確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「感震ブレーカー」に関する条例改正（令和 8年 3月 31日施行） 

１ 改正の背景 

令和 6年 1月 1 日に発生した輪島市大規模火災を受けて開催された「輪島市大規模火災を
踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」で取りまとめられた報告書において、大規
模地震時の電気火災（通電火災）対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火
災予防を推進するため、火災予防条例を一部改正しました。 

２ 通電火災とは？  

停電の復旧により電気機器が可燃物に触れていたり、壊れた電気機器に電気が通ることに
よって発生する火災です。自然災害などの影響による停電から、電気が復旧した際が特に危
険で、過去に発生した大きな災害の後には、通電火災が発生しています。 

３ 感震ブレーカーとは？ 

感震ブレーカーとは、一定の揺れを感知すると自動で電気を止める装置です。自然災害な
どで自宅から避難する際には、家を出る前にブレーカーを落とすことは、火災対策として広
く知られています。しかし、地震はいつ発生するかわからず、外出時などに発生した場合に
は対応ができません。感震ブレーカーが設置されていれば、揺れを感知して自動的に電気を
遮断してくれるので、事前にリスクに備えることができます。 
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※感震ブレーカーの設置に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わ
せて行うことが重要です。また、建物の耐震化や家具の転倒防止などの耐震対策と合わ
せて取り組むとさらに効果的です。 
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